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第 1 条　(目的)
1.この運営ルールは「経理事務取扱要綱」に基づき、予算管理に関する取扱いを定めたものである。
2.この運営ルールによる予算管理は、経営計画に基づき、年度目標を達成するため、これを具体的な数値をもって表示し、これにより各部門の責任範囲を明確にするとともに、部門執行活動の総合調整をはかり、さらに予算と実績との差異分析を通じて、経営効率の改善向上に資することを目的とする。

第 2 条　(予算期間)
予算期間は、会社の会計年度と一致させる。

第 3 条　(原則的事項)
予算制度を適切に運営し、成果をあげるために、次の事項に留意しなければならない。
(1)基礎資料の作成および予測に当たっては、合理性に留意する。
(2)予算の立案、調整、編成、執行に当たっては、年度目標および部門執行計画と有機的な連動を図らなければならない。

第 4 条　(最高責任者)
1.予算管理の最高責任者は、社長とする。
2.社長は予算編成方針を決定し、その実施を命令し、統括する。

第 5 条　(統括責任者および事務担当者)
予算管理の統括責任者の職務は次のとおりとし、事務担当者はこれを補佐する。
(1)利益目標および利益計画案の立案
(2)予算編成方針の立案
(3)機能別予算案、部門別予算案の総合調整および予算案の編成
(4)予算の執行過程および執行結果の分析
(5)予算の立案、執行、管理に関する関係部門への助言援助

第 6 条　(主管責任者および事務担当者)
1.部門別予算管理の主管責任者は、各部門の責任者とする。
2.部門別予算管理の主管責任者の職務は次のとおりとし、事務担当者はこれを補佐する。
(1)部門別予算の立案および執行
(2)部門別予算の執行過程、執行結果に対する差異分析

第 7 条　(予算編成方針および利益計画の立案、決定)
1.統括責任者は予算編成に際し、経営計画、年度予算の消化状況、一般経済情勢および業界動向等を考慮し、翌年度以降の利益計画案を立案する。
2.決定された予算編成方針および利益計画は、年度経営方針とともに部門管理者に示達する。

第 8 条　(部門別予算の立案、決定)
1.部門別予算の主管責任者は、予算編成方針案に基づき、部門別予算案を立案し、統括責任者に提出する。
2.部門別予算案の提出に当たっては、立案の基礎となった算定基準等の参考資料を添付しなければならない。

第 9 条　(予算の編成、調整、決定)
1.予算の統括責任者は、予算編成方針に基づき、部門別予算案の総合的な調整を行い、予算案を編成する。
2.予算は、取締役会の承認を経て決定する。

第10条　(予算の修正)
1.予算確定後の情勢の変化または予算執行過程における執行計画の変更等により、当初予算を修正する必要が生じた場合は、部門別予算の主管責任者は修正予算案を立案し、統括責任者に提出する。
2.部門別予算の修正により、他の部門別予算に多大な影響が生じる場合は、総合予算の統括責任者に提出する。
3.前項の提出を受けた場合、統括責任者は総合予算の修正予算案を立案する。
4.部門別予算および総合予算の修正予算の立案から決定に至るまでの手続は、予算編成に準ずる。

第11条　(予算の執行)
部門別予算の主管責任者は、決定された部門別予算を、責任をもって適正に実行しなければならない。

第12条　(予算の差異分析、執行報告)
1.部門別予算の主管責任者は、常に予算と実績を把握し、執行計画と関連させて差異の原因を検討するとともに、統括責任者の指示に基づき差異分析を行い、統括責任者に報告しなければならない。
2.統括責任者は、部門別予算の執行状況および差異分析の結果を総合的に検討し意見を添付して、取締役会に報告する。
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